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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自装置が有するコンテンツ情報を無線通信端末に対して無線通信により提供する情報提
供装置であって、
　前記無線通信端末に対して提供される提供用コンテンツ情報を記憶する記憶部と、
　前記無線通信端末がコンテンツ要求のために指定したＵＲＬにかかわらず、前記記憶部
に記憶された提供用コンテンツ情報を、前記無線通信端末に提供する処理を行うコンテン
ツ提供処理部と、
　を備え、
　前記コンテンツ提供処理部は、ＵＲＬが示すドメイン名に対応するＩＰアドレスの問い
合わせを前記無線通信端末から受けると、その問い合わせに係るドメイン名に対応するＩ
Ｐアドレスとして、前記無線通信端末がコンテンツ要求のために指定したＵＲＬにかかわ
らず前記情報提供装置のＩＰアドレスを返す手段を備え、前記情報提供装置のＩＰアドレ
スに対するコンテンツ要求がなされると、前記記憶部に記憶された提供用コンテンツ情報
を、前記無線通信端末に提供する処理を行う
　情報提供装置。
【請求項２】
　前記コンテンツ提供処理部は、前記記憶部に記憶した提供用コンテンツを、前記コンテ
ンツ提供処理部が指定するＵＲＬを持つコンテンツ情報として前記無線通信端末に提供す
る処理を行うものであり、
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　前記コンテンツ提供処理部が指定するＵＲＬは、インターネット上に実在するコンテン
ツ情報のＵＲＬである請求項１記載の情報提供装置。
【請求項３】
　前記コンテンツ提供処理部は、前記無線通信端末がコンテンツ要求のために指定したＵ
ＲＬを前記コンテンツ提供処理部が指定するＵＲＬにリダイレクトし、前記記憶部に記憶
された提供用コンテンツ情報を前記コンテンツ提供処理部が指定するＵＲＬを持つコンテ
ンツ情報として前記無線通信端末に対して送信する
請求項１又は２記載の情報提供装置。
【請求項４】
　前記コンテンツ提供処理部は、前記無線通信端末がコンテンツ要求のために指定したＵ
ＲＬが示すパス名に相当するパス名で記憶された提供用コンテンツ情報が前記記憶部にお
いて存在する場合には、前記リダイレクトをすることなく、その提供用コンテンツ情報を
前記無線通信端末に送信する
請求項３記載の情報提供装置。
【請求項５】
　無線通信機能を有するコンピュータを、請求項１～４のいずれか１項に記載の情報提供
装置として機能させるためのコンピュータプログラム。
【請求項６】
　提供用コンテンツ情報と、
　請求項５記載のコンピュータプログラムと、
を記録した記録媒体。
【請求項７】
　更に、コンピュータのオペレーティングシステムとして機能するコンピュータプログラ
ムを記録しており、
　前記オペレーティングシステムは、コンピュータにインストールされることなく起動可
能である
請求項６記載の記録媒体。
【請求項８】
　無線通信機能を有するコンピュータを請求項１～４のいずれか１項に記載の情報提供装
置として機能させるためのコンピュータプログラム及び前記情報提供装置によって提供さ
れる提供用コンテンツの作成方法であって、
　インターネット上のＵＲＬを持つターゲットコンテンツ情報を加工して前記提供用コン
テンツ情報を得る加工ステップと、
　前記ターゲットコンテンツ情報が存在する前記ＵＲＬを、前記コンテンツ提供処理部が
指定するＵＲＬとして前記コンピュータプログラムに設定するステップと、
　を含み、
　前記加工ステップでは、前記ターゲットコンテンツ情報に含まれる外部リンクを除去し
、前記ターゲットコンテンツ情報に含まれる絶対リンク表記の内部リンクを相対リンク表
記の内部リンクに書き換える
　作成方法。
【請求項９】
　無線通信機能を有するコンピュータを請求項１～４のいずれか１項に記載の情報提供装
置として機能させるためのコンピュータプログラム及び前記情報提供装置によって提供さ
れる提供用コンテンツの作成システムであって、
　インターネット上のＵＲＬを持つターゲットコンテンツ情報を加工して前記提供用コン
テンツ情報を得る加工手段と、
　前記インターネット上の前記ＵＲＬを、前記コンテンツ提供処理部が指定するＵＲＬと
して前記コンピュータプログラムに設定する手段と、
　を含み、
　前記加工手段は、前記ターゲットコンテンツ情報に外部リンクが含まれていればその外
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部リンクを除去し、前記ターゲットコンテンツ情報に絶対リンク表記の内部リンクが含ま
れていればその内部リンクを相対リンク表記の内部リンクに書き換える
作成システム。
【請求項１０】
　コンピュータを、請求項９記載の作成システムとして機能させるためのコンピュータプ
ログラム。
【請求項１１】
　特定のＵＲＬへ誘導する方法であって、
　無線通信端末が任意のＵＲＬを指定してコンテンツ要求をするステップと、
　前記無線通信端末からコンテンツ要求を受けた情報提供装置が、前記無線通信端末がコ
ンテンツ要求のために指定したＵＲＬにかかわらず、前記情報提供装置が保有する提供用
コンテンツ情報を、前記情報提供装置が指定するＵＲＬを持つコンテンツ情報として前記
無線通信端末に対して提供するステップと、
　無線通信端末が、前記情報提供装置が指定するＵＲＬを保存するステップと、
を含み、
　前記無線通信端末に対して提供する前記ステップでは、ＵＲＬが示すドメイン名に対応
するＩＰアドレスの問い合わせを前記無線通信端末から受けると、その問い合わせに係る
ドメイン名に対応するＩＰアドレスとして、前記無線通信端末がコンテンツ要求のために
指定したＵＲＬにかかわらず前記情報提供装置のＩＰアドレスを返し、前記情報提供装置
のＩＰアドレスに対するコンテンツ要求がなされると、前記提供用コンテンツ情報を、前
記無線通信端末に提供し、
　前記情報提供装置が指定するＵＲＬは、インターネット上に実在するコンテンツ情報の
ＵＲＬである
　方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報提供装置、コンピュータプログラム、記録媒体、作成方法、作成システ
ム、及び特定のＵＲＬへの誘導方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信端末にＷｅｂページ等のコンテンツを提供する場合、コンテンツをインターネ
ット上の所定のＵＲＬにアップロードしておくのが一般的である。
　無線通信端末は、コンテンツを取得する際には、まず、携帯電話基地局や無線ＬＡＮの
アクセスポイントを介してインターネットに接続する。そして、無線通信端末は、コンテ
ンツの存在するＵＲＬを指定したＨＴＴＰプロトコルによって、インターネット上のコン
テンツを取得する（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－９４４８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　インターネットによってコンテンツを提供することのメリットとして、インターネット
接続環境があれば、世界中のどこからでもコンテンツにアクセスできるということが挙げ
られる。
　しかし、ある特定の、比較的狭いエリアにいるユーザに対してだけ、コンテンツを提供
したい場合には、上記のインターネットの利点は、逆に欠点となる。
【０００５】
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　例えば、特定の位置にいる人だけに電子広告を提供したい場合であっても、単に、イン
ターネット上の特定のＵＲＬにコンテンツを置くだけでは、他の位置にいる人にも電子広
告が提供されることになる。
　また、学校の授業に出席した学生、すなわち、学校の教室にいる学生、にだけ授業用の
資料をコンテンツとして提供したい場合でも、インターネット上に資料をおくと、授業に
出席していない学生でも資料を取得することが可能となる。
【０００６】
　しかも、無線通信によってコンテンツを提供する場合、無線のアクセスポイント等が必
要となる。したがって、無線のアクセスポイントが設置されていない場所にユーザがいる
場合や、アクセスポイントが設置されていてもユーザがそのアクセスポイントの利用権限
を持っていない場合には、ユーザは、コンテンツを取得できない。
　上記のような状況で、小規模店舗等が、コンテンツを提供しようとすれば、インターネ
ット接続用の無線アクセスポイントを設置する必要があり、小規模店舗等のコンテンツ提
供側の負担が大きくなる。
【０００７】
　さらに、無線通信端末がインターネット上のコンテンツを取得する場合、無線通信端末
はインターネットに接続する必要がある。このため、通信料金やインターネット接続料金
が発生し、無線通信端末のユーザにとって負担となる。また、ユーザがインターネット接
続契約をしていない場合、コンテンツを取得すること自体が、不可能となる。
【０００８】
　また、無線通信端末がインターネット上のコンテンツを取得するには、無線通信端末を
インターネットに接続させた上で、さらに、インターネット上のコンテンツが存在する特
定のＵＲＬに誘導する必要がある。しかし、ユーザに特定のＵＲＬをタイプさせるのは、
煩雑であり、ユーザの負担が大きくなる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者は、インターネット接続が可能な無線通信端末に対して、インターネットを介
さずにコンテンツ提供を行う無線接続可能な情報提供装置（Ｗｅｂサーバ）という新規な
着想を得て、本発明を完成させた。
【００１０】
（１）すなわち、本発明は、自装置が有するコンテンツ情報を無線通信端末に対して無線
通信により提供する情報提供装置であって、前記無線通信端末に対して提供される提供用
コンテンツ情報を記憶する記憶部と、前記無線通信端末がコンテンツ要求のために指定し
たＵＲＬにかかわらず、前記記憶部に記憶された提供用コンテンツ情報を、前記無線通信
端末に提供する処理を行うコンテンツ提供処理部と、を備えている情報提供装置である。
【００１１】
　本発明の情報提供装置は、インターネット上のコンテンツ情報の要求を受けても、イン
ターネット上のコンテンツ情報の提供を行わずに、自装置が有するコンテンツ情報を提供
する。すなわち、無線通信端末においてどのようなＵＲＬ（例えば、ＷＥＢブラウザ起動
時にアクセスする初期ＵＲＬとして設定されたＵＲＬ）が指定されても、情報提供装置は
、自装置の記憶部に記憶されている提供用コンテンツを無線通信端末に提供する。
【００１２】
（２）前記コンテンツ提供処理部は、前記記憶部に記憶した提供用コンテンツを、前記コ
ンテンツ提供処理部が指定するＵＲＬを持つコンテンツ情報として前記無線通信端末に提
供する処理を行うものであり、前記コンテンツ提供処理部が指定するＵＲＬは、インター
ネット上に実在するコンテンツ情報のＵＲＬであるのが好ましい。この場合、事後的に、
無線通信端末を、コンテンツ提供処理部が指定するＵＲＬに誘導する効果が得られる。
【００１３】
（３）前記コンテンツ提供処理部は、前記無線通信端末がコンテンツ要求のために指定し
たＵＲＬを前記コンテンツ提供処理部が指定するＵＲＬにリダイレクトし、前記記憶部に
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記憶された提供用コンテンツ情報を前記コンテンツ提供処理部が指定するＵＲＬを持つコ
ンテンツ情報として前記無線通信端末に対して送信することができる。
【００１４】
（４）前記コンテンツ提供処理部は、前記無線通信端末がコンテンツ要求のために指定し
たＵＲＬが示すパス名に相当するパス名で記憶された提供用コンテンツ情報が前記記憶部
において存在する場合には、前記リダイレクトをすることなく、その提供用コンテンツ情
報を前記無線通信端末に送信することができる。
【００１５】
（５）前記コンテンツ提供処理部は、ＵＲＬが示すドメイン名に対応するＩＰアドレスの
問い合わせを前記無線通信端末から受けると、その問い合わせに係るドメイン名に対応す
るＩＰアドレスとして、前記情報提供装置のＩＰアドレスを返す手段を備えるものとする
ことができる。
【００１６】
（６）他の観点からみた本発明は、無線通信機能を有するコンピュータを、
前記（１）～（５）のいずれか１項に記載の情報提供装置として機能させるためのコンピ
ュータプログラムである。
【００１７】
（７）他の観点からみた本発明は、提供用コンテンツ情報と、前記（６）記載のコンピュ
ータプログラムと、を記録した記録媒体である。
【００１８】
（８）前記記録媒体は、更に、コンピュータのオペレーティングシステムとして機能する
コンピュータプログラムを記録しており、前記オペレーティングシステムは、コンピュー
タにインストールされることなく起動可能であるのが好ましい。
【００１９】
（９）他の観点からみた本発明は、無線通信機能を有するコンピュータを前記（１）～（
５）のいずれか１項に記載の情報提供装置として機能させるためのコンピュータプログラ
ム及び前記情報提供装置によって提供される提供用コンテンツの作成方法であって、イン
ターネット上のＵＲＬを持つターゲットコンテンツ情報を加工して前記提供用コンテンツ
情報を得る加工ステップと、前記ターゲットコンテンツ情報が存在する前記ＵＲＬを、前
記コンテンツ提供処理部が指定するＵＲＬとして前記コンピュータプログラムに設定する
ステップと、を含み、前記加工ステップでは、前記ターゲットコンテンツ情報に含まれる
外部リンクを除去し、前記ターゲットコンテンツ情報に含まれる絶対リンク表記の内部リ
ンクを相対リンク表記の内部リンクに書き換える作成方法である。
【００２０】
（１０）他の観点からみた本発明は、無線通信機能を有するコンピュータを前記（１）～
（５）のいずれか１項に記載の情報提供装置として機能させるためのコンピュータプログ
ラム及び前記情報提供装置によって提供される提供用コンテンツの作成システムであって
、インターネット上のＵＲＬを持つターゲットコンテンツ情報を加工して前記提供用コン
テンツ情報を得る加工手段と、前記インターネット上の前記ＵＲＬを、前記コンテンツ提
供処理部が指定するＵＲＬとして前記コンピュータプログラムに設定する手段と、を含み
、前記加工手段は、前記ターゲットコンテンツ情報に外部リンクが含まれていればその外
部リンクを除去し、前記ターゲットコンテンツ情報に絶対リンク表記の内部リンクが含ま
れていればその内部リンクを相対リンク表記の内部リンクに書き換える作成システムであ
る。
【００２１】
（１１）他の観点からみた本発明は、コンピュータを、前記（１０）記載の作成システム
として機能させるためのコンピュータプログラムである。
【００２２】
（１２）他の観点からみた本発明は、特定のＵＲＬへ誘導する方法であって、無線通信端
末が任意のＵＲＬを指定してコンテンツ要求をするステップと、前記無線通信端末からコ
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ンテンツ要求を受けた情報提供装置が、前記無線通信端末がコンテンツ要求のために指定
したＵＲＬにかかわらず、前記情報提供装置が保有する提供用コンテンツ情報を、前記情
報提供装置が指定するＵＲＬを持つコンテンツ情報として前記無線通信端末に対して提供
するステップと、無線通信端末が、前記情報提供装置が指定するＵＲＬを保存するステッ
プと、を含み、前記情報提供装置が指定するＵＲＬは、インターネット上に実在するコン
テンツ情報のＵＲＬとなっている方法である。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】情報提供装置の構成図である。
【図２】ＵＲＬの構造を説明する図である。
【図３】情報提供処理を示す図である。
【図４】特定のＵＲＬへの誘導方法の説明図である。
【図５】ソフトウェアの作成方法を示す図である。
【図６】情報提供装置の店舗等での利用形態を示す図である。
【図７】情報提供装置の講義・講演での利用形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の好ましい実施形態について添付図面を参照しながら説明する。
【００２５】
［１．情報提供装置の構成］
　図１は、本発明の実施形態に係る情報提供装置１を示している。この情報提供装置１は
、無線通信機能（無線ＬＡＮ機能）を搭載したコンピュータ２に、必要なコンピュータプ
ログラム（ソフトウェア）が記録されたＵＳＢメモリ（記録媒体）３を接続して構成され
ている。
【００２６】
　コンピュータ２は、ＣＰＵ、ＲＡＭなどの内部記憶装置、ハードディスクなどの外部記
憶装置、ディスプレイ、及びキーボードなどの入力装置、を備えている。このコンピュー
タ２は、ＵＳＢメモリの接続端子を有しており、ＵＳＢメモリを外部記憶装置として利用
可能である。さらに、このコンピュータは、ＣＤ又はＤＶＤなどの光ディスクの読取装置
を備えており、光ディスクを外部記憶装置として利用可能となっている。
【００２７】
　コンピュータ２は、ＷｉＦｉ（登録商標）に準拠した無線通信装置（無線ＬＡＮ装置）
を搭載しており、ＷｉＦｉに準拠した無線通信端末（ＷｉＦｉ機器）１０との間で無線通
信が可能である。
　なお、本実施形態で説明する無線通信端末１０は、インターネット接続機能を有してお
り、インターネット上のＷＥＢサーバとの間で、情報のやりとり（ダウンロード又はアッ
プロード）が可能なものである。つまり、無線通信端末１０は、ＷＥＢブラウザを搭載し
ており、ＨＴＴＰプロトコル等により、インターネット上のコンテンツ（ＷＥＢコンテン
ツ）を取得したり、ＷＥＢサーバに対して情報を送信したりする機能を有している。
　無線通信端末１０としては、具体的には、ＷｉＦｉ機能を有する携帯型の電話、ゲーム
機、音楽プレーヤ、電子書籍リーダなどが挙げられる。
【００２８】
　ＵＳＢメモリ３は、オペレーティングシステム３ａ、無線ＬＡＮドライバ３ｂ、ＤＨＣ
Ｐ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｈｏｓｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）サー
バ３ｃ、ドメインネームサーバ（Ｄｏｍａｉｎ　Ｎａｍｅ　Ｓｅｒｖｅｒ）３ｄ、及び、
Ｗｅｂサーバ３ｅ等のソフトウェアが記録されている。
　ＵＳＢメモリ３内のＤＨＣＰサーバ３ｃ、ドメインネームサーバ３ｄ、及びＷｅｂサー
バ３ｅのソフトウェア（必要であれば、オペレーティングシステム及び／又は無線ＬＡＮ
ドライバ３ｂも含めて）は、コンピュータ２によって実行されることで、本発明のコンテ
ンツ提供処理部３０として機能する。
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【００２９】
　また、ＵＳＢメモリ３には、コンピュータ２が読み取り可能な提供用コンテンツ情報と
してＷｅｂコンテンツ３ｆも記録されている。提供用コンテンツ情報３ｆは、一つのファ
イル（ＨＴＭＬファイル等）である必要はなく、ハイパーリンクによって接続された複数
のファイルからなるファイル群であってもよい。提供用コンテンツ情報を構成する一つ又
は複数のファイルは、それぞれ、ＵＳＢメモリ内において、所定のパス名で記録されてい
る。コンピュータ２（そのコンピュータ２上で動作しているオペレーティングシステムに
含まれるファイルシステム）は、パス名を辿ることで、ＵＳＢメモリ３中の提供用コンテ
ンツ情報のファイルにアクセスすることができる。
【００３０】
　ＵＳＢメモリ３に記録されたオペレーティングシステム３ａは、コンピュータ２のハー
ドディスクにインストールされることなく起動可能なものであり、例えば、Ｐｕｐｐｙ　
Ｌｉｎｕｘ（Ｌｉｎｕｘは登録商標）である。つまり、ＵＳＢメモリ３は、ｌｉｖｅ　Ｕ
ＳＢとなっている。なお、インストールされることなく起動可能なオペレーティングシス
テムを記録した記録媒体は、その記録媒体がＣＤであれば、”ｌｉｖｅ　ＣＤ”とよばれ
、その記録媒体がＤＶＤであれば、”ｌｉｖｅ　ＤＶＤ”とよばれる。
【００３１】
　ＵＳＢ３に記録された他のソフトウェア（情報提供装置ソフトウェア）３ｂ～３ｆは、
すべて、オペレーティングシステム３ａ上で動作するものである。したがって、コンピュ
ータ２には、ハードディスクが無くてもよい。このため、情報提供装置１として機能させ
るコンピュータ２としては、ハードディスクを搭載していない安価なコンピュータを利用
したり、ハードディスクが故障して使用しなくなった古いコンピュータを再利用したりす
ることができ、安価に情報提供装置１を構築することができる。
【００３２】
　また、前記オペレーティングシステム３ａ上で、コンピュータ２にサーバ３ｃ，３ｄ，
３ｅ機能を発揮させるための必要な設定が各サーバソフトウェア３ｃ，３ｄ，３ｅに対し
て行われた状態で、サーバソフトウェア３ｃ，３ｄ，３ｅが、ＵＳＢ３に記録されている
。さらに、サーバソフトウェア３ｃ，３ｄ，３ｅは、オペレーティングシステム３ａが起
動すると、自動的に起動するよう設定されている。
【００３３】
　ここで、仮に、情報提供者側が、各種サーバ３ｃ，３ｄ，３ｅのソフトウェアを、個々
にコンピュータ２にインストールしたり、そのソフトウェアの設定を自ら行ったりしなけ
ればならないものとすると、情報提供装置１を自ら構築しようとするコンテンツ提供者は
、コンピュータネットワークの知識を有している必要がある。このため、コンテンツ提供
者側の負担が大きくなる。しかし、本実施形態では、コンピュータ２にＵＳＢメモリ３を
差し込んで、コンピュータ２を起動するだけで、情報提供装置１が自動的に構築され、稼
働することができる。
【００３４】
　しかも、本実施形態に係る情報提供装置１となるコンピュータは、一般的なパーソナル
コンピュータ（特に、ノート型やパネル型の可搬型コンピュータ）が、標準的に有するＵ
ＳＢ接続端子及び無線通信機能を有していれば良い。したがって、そのようなコンピュー
タが存在すれば、その場で、ＵＳＢメモリをコンピュータに差し込むだけで、直ちに、情
報提供装置１を構築することができる。
　なお、コンピュータ２を情報提供装置１として機能させるためのソフトウェア３ｂ～３
ｆ及び／又はオペレーティングシステム３ａが記録される記録媒体は、ＵＳＢメモリに限
らず、ＣＤやＤＶＤなど、ＵＳＢメモリ以外の可搬型記憶装置であってもよい。
　また、これらのソフトウェア３ａ～３ｆは、コンピュータ２のハードディスクにインス
トールされていてもよい。
【００３５】
　前記無線ＬＡＮドライバ３ｂは、アドホックモード（Ａｄ－Ｈｏｃ　ｍｏｄｅ）が可能
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なものである。アドホックモードの無線ＬＡＮは、アクセスポイントを必要とせず、端末
同士（ここでは、情報提供装置１と無線通信端末１０）が、直接通信を行うネットワーク
構成となる。したがって、本実施形態の情報提供装置１は、当該情報提供装置１からの電
波が届く範囲（例えば、３０ｍ程度の範囲）にある無線通信端末１０との間で、アドホッ
クモードで無線通信を行うことができる。したがって、アクセスポイントの設置が不要で
ある。
【００３６】
　なお、アドホックモード以外の無線ＬＡＮのネットワーク構成としては、インフラスト
ラクチャモードがある。インフラストラクチャモードは、端末が、アクセスポイントを介
して無線通信を行うよう構成されたネットワークである。アクセスポイントは、一般に、
インターネットに接続されており、アクセスポイントは、端末同士の通信を中継するほか
、端末のインターネット接続を中継する機能を持つ。
　なお、本実施形態の情報提供装置１は、コンテンツ提供の際のインターネット接続を必
要としないが、コンピュータ２がインターネット接続可能であることを妨げるものではな
い。
【００３７】
　前記ＤＨＣＰサーバ３ｃは、情報提供装置１との間で無線接続リンク（ＣＳＭＡ／ＣＡ
リンク）が確立した無線通信端末１０に対して、当該無線通信端末１０用のＩＰアドレス
、サブネットマスク、デフォルトルータのＩＰアドレス、及びＤＮＳサーバのＩＰアドレ
ス等の必要な情報（設定情報）を自動的に割り当てる機能を実現するソフトウェアである
。
　本実施形態のＤＨＣＰサーバ３ｃは、情報提供装置１自体のＩＰアドレス（以下、「自
己ＩＰアドレス」という）を、デフォルトルータのＩＰアドレス、及びＤＮＳサーバのＩ
Ｐアドレスとして、無線通信端末１０に通知するよう設定されている。
【００３８】
　この結果、無線通信端末１０は、情報提供装置１との間で、アドホックモードでの無線
リンクが確立すると、情報提供装置１（のＤＨＣＰサーバ３ｃ）からＤＨＣＰ応答を受け
ることができる。情報提供装置１からＤＨＣＰ応答を受けた無線通信端末１０は、ＩＰパ
ケットを情報提供装置１に対して送信することになる。
　さらに、情報提供装置１からＤＨＣＰ応答を受けた無線通信端末１０からの”ＤＮＳ　
ＺＯＮＥ　情報問い合わせ”は、情報提供装置１のＤＮＳサーバ３ｄに対して行われるこ
とになる。
【００３９】
　一般に、ＤＮＳサーバは、ドメイン名とＩＰアドレスとの対応を管理し、ドメイン名に
対応するＩＰアドレスの問い合わせ（ＤＮＳ　ＺＯＮＥ　情報問い合わせ）を受けると、
その問い合わせに係るドメイン名に対応するＩＰアドレスを返答する機能を実現するソフ
トウェアである。
　一方、本実施形態の前記ＤＮＳサーバ３ｄは、ドメイン名に対応するＩＰアドレスの問
い合わせを無線通信端末１０から受けると、その問い合わせに係るドメイン名に対応する
ＩＰアドレスとして、常に、自己ＩＰアドレス（情報提供装置１のＩＰアドレス）を返す
よう構成されている。
【００４０】
　したがって、情報提供装置１は、無線通信端末１０から、どのようなドメイン名の問い
合わせを受けても、自己ＩＰアドレスを、問い合わせに係るドメイン名に対応するＩＰア
ドレスとして、無線通信端末１０に返答する。
　この結果、無線通信端末１０は、問い合わせに係るドメイン名を持つＷＥＢサーバ（無
線通信端末１０が取得しようとするコンテンツ情報を持つサーバ）のＩＰアドレスとして
、情報提供装置１のＩＰアドレス（自己ＩＰアドレス）を取得することになる。
【００４１】
　前記ＷＥＢサーバ３ｅは、無線通信端末（クライアント）１０からの要求（コンテンツ
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要求）を受けて、ＵＳＢ３に記録されているＨＴＭＬファイルなどのコンテンツ情報３ｆ
を、端末に送信する機能を実現するソフトウェアである。コンテンツ要求は、取得したい
コンテンツ（ＨＴＭＬファイル等）が存在するＵＲＬを、端末１０からＷＥＢサーバ３ｅ
に送信することで行われる。ＷＥＢサーバ３ｅは、コンテンツ要求の応答として、端末１
０に対してコンテンツを送信する。
【００４２】
　図２は、ＵＲＬの構造を示している。ＵＲＬは、プロトコル部、ホスト名、及びパス名
で構成されている。ＵＲＬ中のホスト名は、取得したいコンテンツ情報が存在するＷＥＢ
サーバのホスト名を示し、ＵＲＬ中のパス名は、取得しようとするコンテンツ（ファイル
）のＷＥＢサーバでのパス名を示す。
　図２では、ホスト名は、人間が理解しやすいように、ドメイン名として記述されている
が、端末１０が、実際に、ＷＥＢサーバにコンテンツ要求を行う場合には、図２のＵＲＬ
のドメイン名の部分は、ＷＥＢサーバのＩＰアドレスで表現される。
【００４３】
　コンテンツ要求の際に指定されるＷＥＢサーバのＩＰアドレスは、”ＤＮＳ　ＺＯＮＥ
　情報問い合わせ”によって端末１０が得たＩＰアドレスとなる。したがって、端末１０
のＷＥＢブラウザでどのようなＵＲＬが指定されたとしても、そのＵＲＬのドメイン名に
対応するＩＰアドレスは、情報提供装置１のＩＰアドレス（自己ＩＰアドレス）となる。
　よって、端末１０からなされる全てのコンテンツ要求は、情報提供装置１上のＷＥＢサ
ーバ３ｅへのコンテンツ要求となる。
【００４４】
　また、ＷＥＢサーバ３ｅは、リダイレクト機能を有している。リダイレクトとは、端末
１０からのコンテンツ要求のＵＲＬを、サーバ３ｅが指定する別のＵＲＬに変更し、端末
１０を、サーバ３ｅが指定する別のＵＲＬに誘導する機能である。なお、リダイレクト機
能によって端末が誘導される「別のＵＲＬ」については後述する。
【００４５】
［２．情報提供処理の流れ］
［２．１　ステップＳ１：ＥＳＳＩＤの設定］
　まず、無線通信端末１０を、情報提供装置１の近く（情報提供装置からの電波が届く範
囲；例えば、３０ｍ程度）に位置させる。そして、無線通信端末１０において、情報提供
装置１が構成する無線ＬＡＮネットワークの識別子の設定（入力又は選択）が行われると
、情報提供装置１と無線通信端末１０との間で、論理的な無線通信接続リンクが確立する
。
【００４６】
　ネットワークの識別子の設定は、無線通信端末１０の無線ＬＡＮドライバのネットワー
ク識別子設定部において、ユーザが手動タイプ入力で行ったり、接続可能な無線ＬＡＮネ
ットワークの一覧から選択したりすることで行える。なお、ＷｉＦｉ機器は、ＩＥＥＥ８
０２．１１に準拠しているため、ネットワーク識別子は、ＥＳＳＩＤ（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ
 Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｓｅｔ Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）とよばれる。
　また、無線通信端末１０が、接続可能な無線ＬＡＮネットワークを検出した場合に、そ
のネットワークに自動接続するよう構成されている場合、ネットワーク識別子の設定は自
動的に行われることになる。
【００４７】
　無線通信端末１０のユーザへのネットワーク識別子の通知は、ネットワーク識別子を記
載したステッカー・貼り紙などを情報提供装置１近傍に掲示するほか、口頭で行っても良
い。
【００４８】
［２．２　ステップＳ２：ＤＨＣＰサーバ応答］
　情報提供装置１と無線通信端末１０との間で接続が確立すると、情報提供装置１のＨＤ
ＣＰサーバ３ｃは、無線通信端末１０に対して、ＨＤＣＰ応答を行う。このＨＤＣＰ応答
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では、無線通信端末１０に対して、当該無線通信端末１０用のＩＰアドレス、サブネット
マスク等のほか、デフォルトルータのＩＰアドレス、及びＤＮＳサーバのＩＰアドレスが
通知される。情報提供装置１のＨＤＣＰサーバ３ｃは、デフォルトルータのＩＰアドレス
及びＤＮＳサーバのＩＰアドレスとして、自己ＩＰアドレスを通知する。
【００４９】
［２．３　ステップＳ３：コンテンツアクセス要求］
　ＨＤＣＰ応答を受けた無線通信端末１０は、ＷＥＢブラウザを、自動的に起動、又はユ
ーザの起動操作によって起動する。一般的に、ＷＥＢブラウザには、ブラウザ起動直後に
自動アクセスする”初期ＵＲＬ”が設定されているため、無線通信端末１０のＷＥＢブラ
ウザが起動すると、前記初期ＵＲＬへのコンテンツ要求が自動的になされる。なお、ＷＥ
Ｂブラウザに初期ＵＲＬが設定されていない場合、ＷＥＢブラウザへのＵＲＬ入力又は選
択によってコンテンツ要求がなされる。
　なお、このステップＳ３のコンテンツアクセス要求は、前記１）～４）の機能を除き、
ＷＥＢブラウザを備えている一般的な無線通信端末１０が標準的に有している機能である
。
【００５０】
［２．３．１　ステップＳ３－１：ＤＮＳ　ＺＯＮＥ　情報問い合わせ］
　コンテンツ要求の際には、無線通信端末１０は、リゾルバ（ｒｅｓｏｌｖｅｒ）機能に
よって、コンテンツ要求のために指定されたＵＲＬ（初期ＵＲＬ又はＷＥＢブラウザで入
力又は選択されたＵＲＬ）に含まれるドメイン名に対応するＩＰアドレスを調べる。
　リゾルバは、ドメイン名に対応するＩＰアドレスを調べるため、ＨＤＣＰ応答で取得し
たＨＤＣＰサーバのＩＰアドレスに対して、”ＤＮＳ　ＺＯＮＥ　情報問い合わせ”を行
う。
　ステップＳ２のＤＨＣＰ応答によって、無線通信端末１０は、ＨＤＣＰサーバのＩＰア
ドレスとして、情報提供装置１のＩＰアドレスを得ている。このため、リゾルバは、情報
提供装置１のＤＮＳサーバ３ｄに対して、”ＤＮＳ　ＺＯＮＥ　情報問い合わせ”を行う
。
【００５１】
［２．３．２　ステップＳ３－２：ＵＲＬ１のコンテンツ要求］
　無線通信端末１０は、コンテンツ要求のために指定されたＵＲＬ（以下、「ＵＲＬ１」
という）に含まれるドメイン名のＩＰアドレスを取得すると、ＵＲＬ１で示される場所に
あるコンテンツの要求を、先のＤＮＳ応答によって取得したＩＰアドレスを持つＷＥＢサ
ーバに対して行う。
【００５２】
［２．４　ステップＳ４：ＤＮＳ応答］
　ステップＳ３－１にて、無線通信端末１０からの問い合わせを受けた情報提供装置１の
ＤＮＳサーバ３ｄは、コンテンツ要求のために指定されたＵＲＬ１に含まれるドメイン名
が如何なるものであっても、自己ＩＰアドレスを返答する。
　したがって、ステップＳ３－２にて無線通信端末１０からなされるＵＲＬ１のコンテン
ツ要求は、ＤＮＳ応答にて返答されたＩＰアドレスを持つ情報提供装置１自身のＷＥＢサ
ーバ３ｅが応答することになる。
【００５３】
［２．５　ステップＳ５：コンテンツ送信］
　情報提供装置１のＷＥＢサーバ３ｅは、ステップＳ３－２にて無線通信端末１０からな
されるＵＲＬ１のコンテンツ要求を受けると、ＵＳＢメモリ３に記録されている提供用コ
ンテンツ情報３ｆを、コンテンツ要求を行った無線通信端末１０に対して送信する処理を
行う。
【００５４】
　この送信処理では、無線通信端末１０がコンテンツ要求のために指定したＵＲＬ１が示
すパス名に相当するパス名でもって、ＵＳＢメモリ３Ｂに記憶された提供用コンテンツ情
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報（ファイル）が存在する場合には、そのパス名を持つ提供用コンテンツ情報（ファイル
）を、ＵＲＬ１というＵＲＬを持つコンテンツ情報として、無線通信端末１０に送信する
。
【００５５】
　一方、無線通信端末１０がコンテンツ要求のために指定したＵＲＬ１が示すパス名に相
当するパス名でもって、ＵＳＢメモリ３Ｂに記憶された提供用コンテンツ情報（ファイル
）が存在しない場合には、情報提供装置１のＷＥＢサーバ３ｅが指定する特定のＵＲＬ（
以下、「ＵＲＬ２」という）にリダイレクトする。このリダイレクトにより、無線通信端
末１０は、ＵＳＢメモリ３に記録された所定のパス名を持つコンテンツ情報（ファイル）
へ誘導される。この結果、ＵＲＬ２に含まれるパス名に相当するパス名でＵＳＢメモリ３
に記録されたコンテンツ情報（ファイル）が、ＵＲＬ２というＵＲＬを持つコンテンツ情
報として、情報提供装置１から無線通信端末１０に送信される。
【００５６】
　ここで、「ＵＲＬ１が示すパス名に相当するパス名が存在する場合」とは、ＵＲＬ１が
示すパス名と、ＵＳＢメモリ３などの情報提供装置１側の記憶装置における提供用コンテ
ンツ情報のパス名と、が完全に一致している場合のほか、ＵＲＬ１が示すパス名の読み替
えが、情報提供装置１において設定されている場合には、読み替え後のパス名が、情報提
供装置１側の記憶装置におけるパス名と一致する場合をも含む。
　例えば、ＵＲＬ１が示すパス名が、”～ｆｏｏ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ”である場合に
おいて、このパス名を、”～ｆｏｏ／ａｂｃ／ｄｅｆ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ”に読み替
える旨が、情報提供装置１に設定されているものとする。
　この場合、”～ｆｏｏ／ａｂｃ／ｄｅｆ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ”のパス名で記録され
たコンテンツ情報が情報提供装置１側の記憶装置に存在すれば、「ＵＲＬ１が示すパス名
に相当するパス名が存在する場合」とみなされる。
【００５７】
　同様に、「ＵＲＬ２に含まれるパス名に相当するパス名」には、ＵＲＬ２が示すパス名
の読み替えが情報提供装置１において設定されている場合には、読み替え後のパス名が、
情報提供装置１側の記憶装置におけるパス名と一致する場合における当該読み替え後のパ
ス名をも含む。
【００５８】
　さて、本実施形態では、情報提供装置１がリダイレクト先として指定するＵＲＬ２とし
て、インターネット上に実在するコンテンツ情報のＵＲＬが、情報提供装置１のＷＥＢサ
ーバ３ｅに設定されている。
　ここで、無線通信端末１０を、情報提供装置１が自ら（ＵＳＢメモリ３に）保有する提
供用コンテンツ情報３ｆに誘導するだけであれば、ＵＲＬ２としては、そのドメイン名は
任意のものでよく、ＵＲＬ２のパス名が、情報提供装置１が保有する提供用コンテンツ情
報の、当該情報提供装置１におけるパス名に相当するものであればよい。
【００５９】
　すなわち、本実施形態の情報提供装置１は、インターネット上の情報を提供するもので
はなく、無線通信端末１０からの全てのコンテンツ要求は、情報提供装置１が自ら保有す
る提供用コンテンツ情報３ｆへのアクセスとなる。このため、ＵＲＬ２に含まれるパス名
で示される情報（ファイル）が、情報提供装置１に存在さえすれば、ＷＥＢサーバ３ｅに
おける通常のコンテンツ要求応答処理によって、コンテンツ要求に係るコンテンツ情報を
無線通信端末１０に送信できる。
【００６０】
　これに対し、本実施形態では、情報提供装置１がリダイレクト先として指定するＵＲＬ
２として、インターネット上に実在するコンテンツ情報のＵＲＬが設定されているため、
無線通信端末１０を、事後的に、インターネット上に実在するコンテンツ情報のＵＲＬへ
誘導することが可能である。この誘導機能については、後述する。
【００６１】
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［２．６　ステップＳ６：コンテンツ情報表示］
　情報提供装置１からコンテンツ情報が送信されてくると、無線通信端末１０では、その
内容が、ＷＥＢブラウザによって表示される。なお、無線通信端末１０からは、ＷＥＢブ
ラウザ等を利用して、情報提供装置１側へ情報を送信することもできる。
【００６２】
　また、無線通信端末１０からコンテンツ要求した際に指定されたＵＲＬ１や、リダイレ
クト先のＵＲＬ２は、無線通信端末１０のＷＥＢブラウザのＵＲＬ表示部において表示さ
れるとともに、アクセス履歴保存機能によって、保存される。
　なお、これらのコンテンツ情報表示機能は、一般的なＷＥＢブラウザの標準的な機能で
ある。
【００６３】
　以上のように構成された情報提供装置１によれば、無線通信端末１０のユーザは、ネッ
トワーク識別子を選択するだけで、情報提供装置１に接続でき、ブラウザを起動すれば，
どのようなＵＲＬ（ＵＲＬ１）を指定していても特定のＵＲＬ（ＵＲＬ２）にガイドされ
，ローカルコンテンツ（局所情報）である提供用コンテンツ情報にアクセスできる。
　ローカルコンテンツとしては、周辺地図や、名所の案内、店のメニューと価格、売り出
し商品の案内、クーポン券、講義資料など様々である。
　また、無線通信端末のユーザは、単に、ローカルコンテンツを受け取るだけでなく、Ｂ
ｌｏｇ等を用いれば、局所情報に対する感想やコメントなどを残すこともできる。
【００６４】
　ただし、これだけではインターネットと切り離された世界での通信で終わるため、広告
として用いた場合、その価値は限定的となる。そこで、前述のように、端末１０を誘導す
るＵＲＬ（ＵＲＬ２）はインターネット上に実在するＵＲＬとなっている。これにより、
ユーザは、インターネットにつながっている状況で、履歴からＵＲＬを探し、アクセスす
ると、今度はインターネット上の本来のホームページをアクセスすることができる。この
仕組みにより，単に局所情報をローカルに流すだけではなく，インターネット上の特定の
ＵＲＬに誘導する効果が一気に高められる。
　以下、特定のＵＲＬへの誘導について詳述する。
【００６５】
［３．特定のＵＲＬ（ＵＲＬ２）への誘導］
　図４は、図３に示す処理によって、無線通信端末１０を特定のＵＲＬ（ＵＲＬ２）に誘
導する原理（特定のＵＲＬを無線通信端末１０に取得させる方法）を示している。
　ここで、無線通信端末１０を誘導したいＵＲＬ（以下、「目的ＵＲＬ」という）は、イ
ンターネット上に実在するコンテンツ情報（店舗のホームページなど）の場所を示すＵＲ
Ｌ（例えば、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｙｚ．ｃｏｍ／ｆｏｏ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ）
であるものとする。
　なお、インターネット上に実在するコンテンツ情報の場所を示すＵＲＬには、一般的な
リダイレクト機能によってリダイレクトされるインターネット上のコンテンツ情報につい
ての、リダイレクト前のＵＲＬを含むものとする。
【００６６】
　本実施形態に係る情報提供装置１では、誘導の目的ＵＲＬが、図３のステップＳ５にお
けるリダイレクト先のＵＲＬである「ＵＲＬ２」として設定されている。
【００６７】
　この場合、無線通信端末１０は、そのＷＥＢブラウザに設定された初期ＵＲＬ等を「Ｕ
ＲＬ１」として、コンテンツ要求をするが、図３のステップＳ５において、目的ＵＲＬで
あるＵＲＬ２にリダイレクトされることになる。
　つまり、無線通信端末１０からコンテンツ要求を受けた情報提供装置１は、無線通信端
末１０がコンテンツ要求のために指定したＵＲＬ１にかかわらず、情報提供装置１自身が
保有する提供用コンテンツ情報（ローカルコンテンツ）を、誘導の目的ＵＲＬであるＵＲ
Ｌ２のコンテンツ情報として無線通信端末１０に対して送信する。



(13) JP 5246627 B2 2013.7.24

10

20

30

40

50

【００６８】
　したがって、ローカルコンテンツを読み込んだ無線通信端末１０のＷＥＢブラウザは、
誘導の目的ＵＲＬ（ＵＲＬ２）を、アクセス履歴情報として記憶する。つまり、無線通信
端末１０は、インターネット上の目的ＵＲＬにあるコンテンツ情報に対して、実際にはア
クセスすることなく、ローカルコンテンツ（提供用コンテンツ情報）にアクセスすること
で、目的ＵＲＬを取得する。
【００６９】
　その後、無線通信端末１０がインターネット接続した場合、無線通信端末１０のユーザ
は、当該無線通信端末１０の履歴情報として保存されているＵＲＬ２を選択し、コンテン
ツ要求を行うことで、インターネット上の目的ＵＲＬへのアクセスを簡単に行うことがで
きる。つまり、無線通信端末１０のユーザは、目的ＵＲＬをタイプすることなく、インタ
ーネット上の目的ＵＲＬにアクセスすることができる。
【００７０】
［４．カスタム版情報提供装置ソフトウェアの作成システム］
　情報提供装置１は、各装置１ごとに異なる提供用コンテンツ情報を持つはずである。コ
ンピュータ２を情報提供装置１として機能させるための共通のソフトウェア３ｂ，３ｃ，
３ｄ，３ｅと、個別の提供用コンテンツ情報と、に分けて提供するということが考えられ
る。しかし、この場合、情報提供者は、ＣＤ等の媒体を少なくとも２つ持たなければなら
ず、煩雑である。
　そこで、（ＯＳ＋情報提供装置アプリケーションソフトウェア３ｂ，３ｃ，３ｄ，３ｅ
＋コンテンツ）を１枚のＣＤ等の媒体に書き込み、その１枚のＣＤだけでコンピュータを
起動させるのが簡便である。
　以下、記録媒体に記録されるソフトウェア３ａ～３ｆを統合したソフトウェアの作成シ
ステム１００について説明する。
【００７１】
　図５は、ソフトウェアの作成システム（ＣＤイメージ製造装置）１００の処理を示して
いる。この作成システム１００は、情報提供装置１によって提供される提供用コンテンツ
（ローカルコンテンツ）の情報提供者が、既に有するインターネット上のコンテンツ情報
（店舗のホームページなど）を加工して、情報提供装置１によって提供されるローカルコ
ンテンツとなる提供用コンテンツ情報を作成するとともに、情報提供装置１としてコンピ
ュータを機能させるソフトウェア３ｂ～３ｅに必要な設定を行う。
【００７２】
　なお、この作成システム１００は、コンピュータに、以下に説明するソフトウェア作成
処理を実行させるコンピュータプログラムをインストールして構成されている。
　また、情報提供装置１としてコンピュータを機能させるソフトウェア３ｂ～３ｅであっ
て必要な設定がされていないもの、及び、オペレーティングシステム３ａは、システム１
００の記録装置に記録されている。
【００７３】
　このシステム１００は、情報提供者側のコンピュータ２との間で、インターネット等の
ネットワークを介して、ソフトウェア作成に必要な情報を取得して、ソフトウェア作成を
行う。作成されるソフトウェアは、オペレーティングシステム３ａ、無線ＬＡＮドライバ
３ｂ、コンテンツ提供処理部３０を構成するソフトウェア（ＤＨＣＰサーバ３ｃ、ＤＮＳ
サーバ３ｄ、ＷＥＢサーバ３ｅ）、及び、ＷＥＢコンテンツ３ｆを統合したものである。
作成したソフトウェア（ＩＳＯイメージ）は、情報提供者側のコンピュータ２に送信され
る。
【００７４】
　具体的には、まず、システム１００は、情報提供者側のコンピュータ２から、情報提供
装置１が構成する無線ＬＡＮにおいて使用するＥＳＳＩＤ（ネットワーク識別子）と、ロ
ーカルコンテンツの雛形となるコンテンツ情報であってインターネット上に実在するコン
テンツ情報（以下、ターゲットコンテンツ情報）のＵＲＬ（目的ＵＲＬ）と、を取得する
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（ステップＳ１１）。
【００７５】
　続いて、システム１００は、情報提供者側のコンピュータ２から指定された目的ＵＲＬ
にアクセスして、インターネット上のターゲットコンテンツ情報をダウンロードする（ス
テップＳ１２）。そして、システム１００は、ダウンロードしたターゲットコンテンツ情
報を加工して提供用コンテンツ情報を得る（ステップＳ１３；加工ステップ）。この加工
ステップでは、前記ターゲットコンテンツ情報に外部リンクが含まれていればその外部リ
ンクを除去し、前記ターゲットコンテンツ情報に絶対リンク表記の内部リンクが含まれて
いればその内部リンクを相対リンク表記の内部リンクに書き換える。
　また、システム１００は、内部リンク先のコンテンツ情報も、ターゲットコンテンツ情
報としてダウンロードし、内部リンク名に対応したパス名で、提供用コンテンツ情報とし
て保存する。
　つまり、指定された目的ＵＲＬをトップページとするインターネット上の１個のホーム
ページ全体が、その内部リンク構造を相対リンク表記で維持したまま、システム１００に
、提供用コンテンツ情報３ｆとして保存される。
【００７６】
　さらに、システム１００は、ＥＳＳＩＤが未設定の無線ＬＡＮドライバ３ｂに、ステッ
プＳ１１で取得したＥＳＳＩＤ（ネットワーク識別子）を設定した設定済み無線ＬＡＮド
ライバ３ｂを生成する。また、システム１００は、リダイレクト先のＵＲＬ２が未設定の
ＷＥＢサーバソフトウェア３ｅに、リダイレクト先のＵＲＬ２として、ステップＳ１１で
取得した目的ＵＲＬを設定した設定済みＷＥＢサーバソフトウェア３ｅを作成する。
【００７７】
　そして、システム１００は、システム１００に格納されているオペレーティングシステ
ム３ａ、設定済み無線ＬＡＮドライバ３ｂ、ＤＨＣＰサーバ３ｃ、ＤＮＳサーバ３ｄ、設
定済みＷＥＢサーバ３ｅ、及び提供用コンテンツ情報３ｆを統合したデータ（ＣＤのｉｓ
ｏイメージ）を生成する（ステップＳ１４）。システム１００は、このｉｓｏイメージを
、情報提供者側のコンピュータ２に送信する（ステップＳ１５）。情報提供者側のコンピ
ュータ２では、そのｉｓｏイメージを、ＣＤ又はＤＶＤなどの光ディスク（記録媒体）に
書き込む。
【００７８】
　以上の手順によって、情報提供装置１に必要なソフトウェア３ａ～３ｆを統合した記録
媒体（ＣＤ）３が得られる。この記録媒体３は、その内容が、個々の情報提供者用にカス
タマイズされたものであるため、情報提供者は、この記録媒体（ＣＤ）をコンピュータ２
にセットするだけで、そのコンピュータ２を、所望のコンテンツを提供するための情報提
供装置１とすることができる。
【００７９】
　また、提供用コンテンツ情報３ｆは、インターネット上に実在するコンテンツ情報（ホ
ームページ）を、その内部リンク構造を維持したまま記録媒体３に記録したものとなって
いるため、無線通信端末１０のユーザは、情報提供装置１に接続することで、インターネ
ットに接続することなく、インターネット上に実在するコンテンツ情報（ホームページ）
と同様の情報にアクセスすることができる。
【００８０】
　なお、システム１００において記録媒体（ＣＤ，ＤＶＤ，ＵＳＢなど）の書き込みまで
（ステップＳ１６）を行い、その記録媒体を、情報提供者へ販売してもよい。
【００８１】
［５．情報提供装置の利用形態］
　本実施形態に係る情報提供装置１は、以下のように利用することができる。
１）位置依存情報提供：地図など位置に依存する情報を提供用コンテンツ情報とする（図
６参照）。
２）店舗の広告：食堂、デパート、ゲームセンター、理髪店など、顧客が直接訪れる店舗
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提供用コンテンツ情報として、顧客に開示し店舗に誘導する（図６参照）。
３）移動体上の広告：インターネット接続を維持しにくいバスや電車等の移動体に情報提
供装置１を搭載し、そこで広告を提供用コンテンツ情報として提供する。また、沿線の駅
や店舗の情報や時刻表も提供用コンテンツ情報とすることができる。
【００８２】
４）講義・講演の資料配布：講義や講演で聴衆がＷｉＦｉ機器１０を持っている場合には
、情報提供装置１によって、講義資料を電子媒体で配布し、意見・質問・感想等をＢｌｏ
ｇで回収する。また、講義の場合、ＷｉＦｉ機器１０から情報提供装置１へのアクセスロ
グに基づいて、出席確認をとることができる。
５）電子回覧板：情報提供装置１によって、団地等での回覧板に代わる電子回覧板システ
ムを構築できる。
６）無線ガイド：史跡や博物館の展示物等に関する説明を提供用コンテンツ情報とする。
７）順番管理：情報提供装置１によって、店の前にできる待ち行列や、テーマパークにお
けるアトラクションの待ち行列の順序だけを管理し、実際に並ばなくても順序を管理して
くれるシステムを構築することができる。
【００８３】
［６．付記］
　なお、本明細書の実施形態として開示した事項は、例示であって、本発明を限定するも
のではなく、様々な変形が可能である。
【符号の説明】
【００８４】
１　情報提供装置
２　コンピュータ
３　ＵＳＢメモリ（記録媒体）
３ａ　オペレーティングシステム
３ｂ　無線ＬＡＮドライバ
３ｃ　ＤＨＣＰサーバ
３ｄ　ＤＮＳサーバ
３ｅ　ＷＥＢサーバ
３ｆ　提供用コンテンツ（Ｗｅｂコンテンツ）
１０　無線通信端末（ＷｉＦｉ機器）
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